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ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
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課
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伝
染
病
の
発
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産　

課
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〇
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営
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
整
備
課
）　
　

一

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

（
森
林
整
備
課
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二

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定
（
三
件
） 

（　
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二

〇
保
安
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指
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の
予
定 
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〇
保
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指
定
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変
更
の
予
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（
二
件
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（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
道
路
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域
変
更 
（
道　

路　

課
）　
　

四

〇
道
路
の
供
用
開
始 
（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
適
当
の
決
定 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

四

公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

監
査
委
員

〇
定
期
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表 

　
　

四

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
五
九
五
号
中 

　
　

七

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
三
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
二
〇
〇
六
六
一

就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
Ａ

Ｋ
Ａ
Ｒ
Ｉ

石
巻
市
和
渕
字
小
金
袋

三
番
五
十
二－

十

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

株
式
会
社
北
上

の
郷

平
成
二
十
六
年

十
月
一
日

〇
四
一
一
三
〇
〇
三
八
七

ゆ
め
や

栗
原
市
若
柳
川
南
南
大

通
十
五－

三

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

株
式
会
社
照
隅

平
成
二
十
六
年

十
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
四
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
黒
毛
和
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

四
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

栗
原
市

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
七
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
桜
場
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
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り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二

第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

登
米
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

東
松
島
市
大
塚
字
大
東
三
四
の
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

解
除
の
理
由

　
　

鉄
道
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
東
松
島
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
渡
波
字
満
和
多
二
八
の
六
、
三
七
の
五
、
字
本
網
五
の
六
、
六
の
五

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
七
ヶ
浜
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
日
和
が
丘
二
丁
目
五
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三　

解
除
の
理
由
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公
共
施
設
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
雄
勝
町
分
浜
字
分
浜
二
五
八

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢ 　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

大
崎
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
加
美
郡
加
美
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か
ん

養

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
並
び
に
大
崎
市
役
所
及
び
加
美
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

大
崎
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
加
美
郡
加
美
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

大
崎
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
加
美
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。
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（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
並
び
に
大
崎
市
役
所
及
び
加
美
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

釜
谷
大
須
雄
勝
線

三　

道
路
の
区
域　変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
雄
勝
町
名
振
字
東
一
〇
番
一
地
先
か
ら

同
市
雄
勝
町
名
振
字
東
五
番
一
地
先
ま
で

前

三
六
・
一
〜

 

五
九
・
七

 

一
四
〇
・
五

後

一
九
・
三
〜

 
三
六
・
二

 

一
四
〇
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北

部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県　
　

道

中
田
栗
駒
線

栗
原
市
若
柳
字
川
北
原
田
三
〇
番
一
五
地
先
か
ら

同
市
若
柳
字
川
北
下
袋
一
五
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
六
年

 

十
一
月
十
三
日

 

午
後
二
時

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
西
向
土
地
改
良
区
が
行
う
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
の
変
更
を
適

当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た

こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対

す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

宮　
　

崎　
　

博　
　

之　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

栗
原
市
役
所

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
増
田
五
丁
目
百
四
十
一
番
二
、
二
百
十
八
番

一
、
二
百
十
八
番
三
、
二
百
十
九
番
一
、
二
百
二
十
番
、

二
百
三
十
番
一
及
び
九
百
三
十
八
番
並
び
に
二
百
三
十
番

一
の
地
先
の
水
の
一
部　

　

仙
台
市
宮
城
野
区
日
の
出
町
二
丁
目
三
番
七
号

 

宮
城
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社　

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
14号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，
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宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
26年
11月
11日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
部
　
　
　
　
　
孝
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
ゆ
　
　
さ
　
　
み
 ゆ
 き
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
26年
８
月
20日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
26年
10月
20日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
蔵
王
自
然
の
家

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
賃
金
，
報
償
費
，
旅
費
，
需
用
費
，
食
糧
費
，
使
用
料
及
び
賃
借
料
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た

の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
イ
　
臨
時
職
員
の
賃
金
に
つ
い
て
，
翌
月
10日
の
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
払
を
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
２
件

　
　
　
　
　
　
・
金
額
　
192,654円

　
　
　
　
ロ
　
報
償
費
，
旅
費
，
需
用
費
，
食
糧
費
，
使
用
料
及
び
賃
借
料
に
つ
い
て
，
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
○
報
償
費

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
43件

　
　
　
　
　
　
・
金
額
　
358,700円

　
　
　
　
　
○
旅
費

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
12件

　
　
　
　
　
　
・
金
額
　
16,927円

　
　
　
　
　
○
需
用
費

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
　
　
・
金
額
　
11,248円

　
　
　
　
　
○
食
糧
費

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
９
件

　
　
　
　
　
　
・
金
額
　
385,590円

　
　
　
　
　
○
使
用
料
及
び
賃
借
料

　
　
　
　
　
　
・
件
数
　
２
件

　
　
　
　
　
　
・
金
額
　
107,940円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
 　
会
計
事
務
処
理
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
を
作
成
し
て
，
職
場
内
に
掲
示
し
，
各
担
当
の
事
務
執
行
期
限
等
の
共
有

を
図
る
と
と
も
に
，
上
席
の
総
務
担
当
職
員
等
が
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
等
を
活
用
し
て
，
適
正
な
事
務
処
理
の
進

行
管
理
を
随
時
行
い
，
再
発
防
止
の
徹
底
を
図
っ
た
。

　
　
　
 　
ま
た
，
今
後
，
主
催
事
業
の
報
償
費
等
の
支
払
遅
延
が
生
じ
な
い
よ
う
，
事
業
の
事
前
・
事
後
に
お
い
て
，

班
内
で
の
複
数
の
職
員
に
よ
る
相
互
の
確
認
を
強
化
し
，
再
発
防
止
に
努
め
た
。

　
⑵
　
涌
谷
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
委
託
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら

れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
イ
 　
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
処
理
業
務
に
つ
い
て
，
契
約
不
履
行
に
よ
り
契
約
解
除
を
行
っ
た
が
，
物
品
調

達
等
に
係
る
事
故
発
生
報
告
を
怠
っ
た
も
の
。　

　
　
　
　
ロ
　
同
業
務
に
つ
い
て
，契
約
書
に
不
履
行
に
対
す
る
違
約
金
徴
収
の
条
項
を
記
載
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
イ
 　
こ
の
度
の
定
期
監
査
の
通
知
を
受
け
，
直
ち
に
主
務
課
を
通
じ
事
故
発
生
報
告
書
を
提
出
し
た
。
認
識
不

足
が
原
因
だ
っ
た
た
め
，
以
後
は
申
し
送
り
を
確
実
に
行
い
，
怠
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
い
く
。

　
　
　
ロ
 　
契
約
時
の
違
約
金
設
定
へ
の
知
識
不
足
が
原
因
だ
っ
た
た
め
，
以
後
の
契
約
に
お
い
て
は
，
必
要
条
項
に

漏
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
，
確
認
を
徹
底
す
る
。

　
⑶
　
蔵
王
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
　

　
　
　
 　
旅
費
に
お
い
て
，
２
年
連
続
し
て
３
か
月
以
上
の
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
件
数
　
190件
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・
金
額
　
353,238円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
イ
 　
毎
月
10日
と
25日
の
２
回
を
旅
費
事
務
の
日
と
定
め
，
前
月
後
半
分
の
旅
費
を
翌
月
10日
ま
で
に
，
当
月

前
半
分
の
旅
費
を
当
月
25日
ま
で
に
処
理
す
る
こ
と
と
し
，
ま
た
，
そ
の
旨
を
毎
月
作
成
し
て
い
る
事
務
処

理
予
定
表
に
記
載
し
，
確
実
に
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
ロ
 　
毎
朝
，
始
業
時
の
事
務
打
合
せ
に
お
い
て
，
旅
費
事
務
を
含
め
当
日
処
理
す
べ
き
業
務
の
確
認
を
行
う
ほ

か
，
逐
次
そ
の
進
捗
状
況
を
確
認
し
，
担
当
者
の
み
な
ら
ず
，
事
務
室
全
体
で
処
理
状
況
を
把
握
す
る
こ
と

と
し
た
。

　
⑷
　
田
尻
さ
く
ら
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
委
託
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら

れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
イ
 　
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
処
理
業
務
に
つ
い
て
，
契
約
不
履
行
に
よ
り
契
約
解
除
を
行
っ
た
が
，
物
品
調

達
等
に
係
る
事
故
発
生
報
告
を
怠
っ
た
も
の
。　

　
　
　
　
ロ
 　
同
業
務
に
つ
い
て
，契
約
書
に
不
履
行
に
対
す
る
違
約
金
徴
収
の
条
項
を
記
載
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
イ
 　
今
回
の
指
摘
を
受
け
，
主
務
課
を
経
由
し
事
故
発
生
報
告
書
を
提
出
し
た
。
ま
た
，
職
員
間
で
規
則
等
を

再
確
認
し
た
。

　
　
　
ロ
 　
他
の
委
託
業
務
契
約
も
含
め
て
，
主
務
課
や
契
約
課
等
の
指
導
を
仰
ぎ
，
契
約
内
容
に
不
備
が
生
じ
な
い

よ
う
，
確
認
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
，
契
約
書
様
式
の
見
直
し
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

　
⑸
　
小
牛
田
農
林
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
委
託
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら

れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
 　
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
処
理
業
務
に
つ
い
て
，
契
約
不
履
行
に
よ
り
契
約
解
除
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
，
契
約
書
条
項
に
よ
る
違
約
金
を
徴
収
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
。　

　
　
　
　
　
ま
た
，
物
品
調
達
等
に
係
る
事
故
発
生
報
告
を
怠
っ
た
も
の
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
関
係
機
関
の
指
導
を
仰
ぎ
，
違
約
金
に
つ
い
て
本
年
７
月
３
日
に
請
求
を
実
施
し
，
ま
た
，
本
年
９
月
５
日

付
け
で
「
物
品
調
達
等
に
係
る
事
故
発
生
報
告
書
」
を
提
出
し
た
。

　
　
　
 　
今
後
は
，
関
係
機
関
の
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
，
実
施
す
る
事
業
を
様
々
な
視
点
で
検
証
し
，
契
約
事
務
を
進

め
て
い
く
。

　
　
　
 　
ま
た
，
所
属
内
だ
け
で
な
く
近
隣
の
機
関
と
連
携
し
，
情
報
の
共
有
を
図
り
な
が
ら
，
業
務
内
容
や
関
係
法

令
の
理
解
を
深
め
て
い
く
。

　
⑹
　
南
郷
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
委
託
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら

れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
 　
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
処
理
業
務
に
つ
い
て
，
契
約
不
履
行
に
よ
り
契
約
解
除
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
，
契
約
書
条
項
に
よ
る
違
約
金
を
徴
収
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
ま
た
，
物
品
調
達
等
に
係
る
事
故
発
生
報
告
を
怠
っ
た
も
の
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
 　
契
約
条
項
に
不
備
が
認
め
ら
れ
た
た
め
，違
約
金
は
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
に
お
い
て
は
，

契
約
書
の
不
備
を
防
ぐ
た
め
に
「
契
約
書
記
載
事
項
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
に
よ
り
点
検
項
目
を
洗
い
出
し
，
複

数
の
職
員
で
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
 　
ま
た
，
事
故
発
生
報
告
書
に
つ
い
て
は
，
平
成
26年
９
月
８
日
付
け
で
提
出
し
，
報
告
の
必
要
性
を
上
記

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
参
考
と
し
て
記
載
し
て
お
き
，
契
約
締
結
時
に
職
場
内
で
共
通
理
解
す
る
も
の
と
し
て
再

発
防
止
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

　
⑺
　
石
巻
工
業
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
　

　
　
　
　
賃
金
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
臨
時
職
員
の
賃
金
に
つ
い
て
，
翌
月
10日
の
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
払
を
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
79,053円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
会
計
事
務
等
チ
ェ
ッ
ク
表
を
作
成
し
，
担
当
者
や
出
納
員
だ
け
で
な
く
，
事
務
室
全
体
で
支
出
漏
れ
や
支
出

日
誤
り
等
が
無
い
か
ど
う
か
，
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
よ
う
に
し
た
。

　
　
　
 　
ま
た
，
事
務
室
内
で
書
類
を
回
覧
す
る
際
も
，
支
出
確
認
ま
で
の
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て
書
類
作
成
・
確
認



（7）　平成26年11月11日　火曜日 第2607号宮　　城　　県　　公　　報

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
五
九
五
号
（
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

三

段上

行
前
か
ら

九　
　

　
　
　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
安
久
津
レ
ン
タ
ル
コ
ー
ポ

　
　
　
　
　
　
　

誤　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
阿
久
津
レ
ン
タ
ル
コ
ー
ポ

を
行
っ
た
う
え
，
必
ず
複
数
の
目
で
確
認
を
行
い
，
支
出
誤
り
が
無
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

　
⑻
　
加
美
警
察
署

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
　

　
　
　
 　
需
用
費
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
に
よ
る
遅
収
加
算
額
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
 　
平
成
25年
６
月
分
電
気
料
及
び
水
道
料
を
支
出
す
べ
き
と
こ
ろ
，
水
道
料
を
支
出
し
な
か
っ
た
た
め
，
公

共
料
金
振
替
口
座
か
ら
水
道
料
が
先
に
引
き
落
と
さ
れ
，電
気
料
が
口
座
引
落
不
能
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
，

早
期
収
納
割
引
が
適
用
さ
れ
ず
，
３
％
の
遅
収
加
算
額
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
水
道
料
金
額
　
  6,614円

　
　
　
　
・
電
気
料
金
額
　
166,113円

　
　
　
　
・
遅
収
加
算
額
　
  4,886円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
 　
よ
り
一
層
，
決
裁
時
の
チ
ェ
ッ
ク
等
｢複
数
の
目
｣
で
確
認
す
る
事
を
強
化
す
る
と
と
も
に
，
業
務
チ
ェ
ッ

ク
シ
ー
ト
を
活
用
し
，
支
出
漏
れ
等
再
発
防
止
を
徹
底
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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